
議 案 第 ８０ 号 

 

松戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

の制定について 

 

松戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のよ

うに定める。 

平成２４年２月２９日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

国家公務員に対する給与の改定に係る人事院からの勧告内容に準じ、給与構

造改革における現給保障措置を段階的に廃止するとともに、千葉県職員に対す

る給与の改定に係る千葉県人事委員会からの勧告内容に準じ、教育職俸給表の

改定を行うため。 

 

 



松戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（松戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 松戸市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年松戸市条例第

２９号）の一部を次のように改正する。 

第２０条の５第３項中「教頭」を「副校長、教頭、主幹教諭」に改める。 

附則第３項の表教育職俸給表の項中「４級」を「５級」に改める。 

別表第５を次のように改める。 



（松戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改 

正） 

第２条 松戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成

１８年松戸市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

附則第６項中「達しないこととなる職員」を「達しないこととなる医療職

俸給表（一）の適用を受ける職員以外の職員」に、「に対し」を「に対して

は、平成２５年３月３１日までの間」に改め、「乗じて得た額）」の次に

「からその半額（その額が 1 0,0 0 0 円を超える場合にあっては、 

1 0,0 0 0 円）を減じた額を俸給として支給し、改正後の条例に基づく俸給

月額が、切替日の前日において受けていた俸給月額に達しないこととなる医

療職俸給表（一）の適用を受ける職員に対しては、当分の間、その差額に相

当する額」を加え、附則第７項中「切替日に職務の級が３級又は４級」を

「切替日から平成２４年３月３１日までの間に職務の級が教育職俸給表の３

級若しくは４級となった職員又は同年４月１日以後の職務の級が松戸市一般

職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２４年松戸市条

例第 号）による改正後の松戸市一般職の職員の給与に関する条例の教育職

俸給表の４級若しくは５級」に改め、「に対し」の次に「、平成２５年３月

３１日までの間」を、「乗じて得た額）」の次に「からその半額（その額が

1 0,0 0 0 円を超える場合にあっては、1 0,0 0 0 円）を減じた額」を加え

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級等の切替え） 

２ 平成２４年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において第１条の

規定による改正前の松戸市一般職の職員の給与に関する条例（以下「改正前

の条例」という。）の教育職俸給表の適用を受けていた職員の切替日におけ

る職務の級（以下「新級」という。）は、切替日の前日においてその者が属

していた職務の級（以下「旧級」という。）に対応する附則別表第１の新級



の欄に定める職務の級とする。 

３ 切替日の前日において改正前の条例の教育職俸給表の適用を受けていた職

員の切替日における号俸（以下「新号俸」という。）は切替日の前日におい

てその者が受けていた号俸（以下「旧号俸」という。）に対応する附則別表

第２の新号俸の欄に定める号俸とする。 

 （教育職俸給表の適用を受ける職員の切替日前の異動者の号俸の調整） 

４ 切替日の前日において改正前の条例の教育職俸給表の適用を受けていた職

員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこ

れに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異

にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度におい

て、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

 （教育職俸給表の適用を受ける職員が受けていた号俸等の基礎） 

５ 前３項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属してい

た職務の級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例及びこれに基づく

規則の規定に従って定められたものでなければならない。 

 （教育職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替えに伴う経過措

置） 

６ 切替日の前日から引き続き教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、俸給

月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの（次項に

規定する職員及び規則で定める職員を除く。）には、当分の間、俸給月額の

ほか、その差額に相当する額（松戸市一般職の職員の給与に関する条例附則

第３項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に

1 0 0 分の9 8.5 を乗じて得た額）を俸給として支給する。 

７ 切替日の前日から引き続き教育職俸給表の適用を受ける職員（同日におい

て松戸市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭

和５０年松戸市条例第１３号）第３条第１項に規定する教職調整額（以下

「教職調整額」という。）を支給されていた職員に限る。）のうち、切替日

以後に職務の級が４級又は５級となった職員の俸給月額が切替日の前日にお

いて受けていた俸給月額とこれに対する教職調整額との合計額に達しないこ



ととなるもの（規則で定める職員を除く。）には、当分の間、俸給月額のほ

か、その差額に相当する額（松戸市一般職の職員の給与に関する条例附則第

３項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に 

1 0 0 分の9 8.5 を乗じて得た額）を俸給として支給する。 

８ 切替日の前日から引き続き教育職俸給表の適用を受ける職員（前２項に規

定する職員を除く。）について、前２項の規定による俸給を支給される職員

との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定め

るところにより、前２項の規定に準じて、俸給を支給する。 

９ 切替日以降に新たに教育職俸給表の適用を受けることとなった職員（前３

項に規定する職員を除く。）について、任用の事情等を考慮して前３項の規

定による俸給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、

当該職員には、市長が別に定めるところにより、前３項の規定に準じて、俸

給を支給する。 

１０ 附則第６項の規定による俸給を支給される職員に関する松戸市一般職の

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（以下「平成１８年改正給与

条例」という。）附則第６項の規定の適用については、同項中「）に基づく

俸給月額」とあるのは、「）に基づく俸給月額と松戸市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例（平成２４年松戸市条例第 号）附則

第６項の規定による俸給の額との合計額」とする。 

１１ 附則第６項又は第７項の規定による俸給を支給される職員に関する平成

１８年改正給与条例附則第７項の規定の適用については、同項中「職員の俸

給月額」とあるのは、「職員の俸給月額と松戸市一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例（平成２４年松戸市条例第 号）附則第６項

又は第７項の規定による俸給の額との合計額」とする。 

 （規則への委任） 

１２ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必

要な事項は、規則で定める。 

（松戸市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一

部改正） 



１３ 松戸市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

（昭和５０年松戸市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「教頭」を「副校長、教頭、主幹教諭」に改める。 

第３条第１項中「２級又は１級」を「１級、２級又は３級」に改める。 

附則第２項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（教職調整額の算

出の基礎となる俸給月額の特例）」を付し、同項中「）附則第６項又は第８

項の規定による俸給を」を「。以下「平成１８年改正給与条例」という。）

附則第６項又は第８項の規定による俸給を」に改め、「教育職員」の次に

「（附則第４項に規定する職員を除く。）」を加え、附則に次の２項を加え

る。 

３ 松戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成

２４年松戸市条例第 号。以下「平成２４年改正給与条例」という。）附

則第６項、第８項又は第９項の規定による俸給を支給される教育職員（次

項に規定する職員を除く。）に関する第３条第１項の規定の適用について

は、同項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と松戸市一般職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２４年松戸市条例第 号）

第６項、第８項又は第９項の規定による俸給の額との合計額」とする。 

４ 平成２４年改正給与条例附則第１０項の規定により読み替えて適用する

平成１８年改正給与条例附則第６項又は平成１８年改正給与条例附則第８

項の規定による俸給及び平成２４年改正給与条例附則第６項、第８項又は

第９項の規定による俸給を支給される教育職員に関する第３条第１項の規

定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と松戸

市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２４年

松戸市条例第 号。以下「平成２４年改正給与条例」という。）附則第  

１０項の規定により読み替えて適用する松戸市一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例（平成１８年松戸市条例第３８号。以下「平

成１８年改正給与条例」という。）附則第６項又は平成１８年改正給与条

例附則第８項の規定による俸給の額と平成２４年改正給与条例附則第６

項、第８項又は第９項の規定による俸給の額との合計額」とする。 



附則別表第１ 

旧 級  新級 

１ 級  １級 

２ 級  ２級 

３ 級  ４級 

４ 級  ５級 

 


